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――リターナブル商品の温室効果ガス算定に伴う諸問題について――
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要約

『事業者からの温室効果ガス排出量算定⽅法

ガイドライン（試案 ver1.6）平成 15 年７⽉環

境省地球環境局』
(1)
に従って温室効果ガス排出

量を算定すると，実際の削減効果とは裏腹に排

出量が増加してしまう場合がある。こうした事

例は，本来排出量削減の経済的インセンティブ

として考え出された排出権取引という枠組み

が，逆効果になる可能性があることを⺬唆して

いる。

本論⽂では，事例を元に，LCA分析法を⽤い

て正確な排出削減量を算定するとともに，環境

省ガイドラインの不備を指摘し，より客観的で

効果的な温室効果ガス排出削減の枠組みを提案

する。

緒⾔

2004 年２⽉ 16 ⽇に京都議定書が発効されて

以来，国内では，温暖化対策推進法
(2)
，省エネ

法
(3)

等が⼀気に改正，強化された。これらの法

律は，「エネルギー管理指定⼯場」
(*) に対して，

排出する温室効果ガス（GHG：Green House

Gas）を正確に算定し，環境省，経済産業省等へ

報告させるとともに，排出ガス削減の計画を該

当事業所に⽴てさせるものである。

改正省エネ法には，これまで対象外だった運輸

輸送・旅客業が新たに対象に加えられ，国⼟交

通省も参⼊した法律改正
(4)

となっている。ま

た，今回の法律改正で，対象事業所の枠が⼤き

く広がり，全国で１万数千の事業所が該当する

こととなった
(5)
。

今後，企業経営にとって『環境』要素は企業

の持続可能性を左右する⼤きな因⼦となろう。

コンプライアンスだけではなく，積極的に環境

適合型企業へと変⾰することが例外なく全ての

企業に求められると⾔っても過⾔ではあるま

い。

改正温対法，改正省エネ法は双⽅とも 2006

年４⽉１⽇施⾏であるが，改正が急であったた

めか，法の周知徹底は不⼗分であり，先ずは周

知を⽕急に⾏う必要があろう。岐⾩県では

2005 年 11 ⽉∼ 12 ⽉に掛けて，県内のエネル

ギー管理指定⼯場第１種を中⼼にセミナーを開

催した。全国に先駆けて県主導で法の周知を

図ったことは評価できる（筆者は NPO として

セミナー企画，講師選定，テキスト作成を受

託
(6)
）。

こうした枠組みの基礎となっている“GHG

Protocol”
(7)(**) は，国際的なデファクトスタン

ダードであり，この枠組みに従わない限り，

CO2 排出権取引は不可能となる。しかしなが

ら，このプロトコルの⽇本版である環境省ガイ
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（*） エネルギー管理指定⼯場

これまでは，熱と電気に分かれて年間使⽤量の下限が定められていたが，法律改正によって熱電⼀体管理となっ

た。具体的には，原油換算で年 1,500KL 以上，3,000KL 以上の使⽤で，それぞれエネルギー管理指定⼯場第２種，

第１種として指定される。この法改正により，対象とされる⼯場（事業場，ビル等も含む）は⼤幅に増加した。



ドラインには不備（流動的な解釈が可能な部分）

が⾒られ，より公正で効果的な仕組みが国内，

国外を問わず求められている。

特に排出権市場に参⼊しようとしている環境

先進企業にとって，しっかりとした社会的枠組

みは不可⽋であり，早急なる国と国際社会の対

処が必要となろう。

尚，GHG算定は，会計帳票の分析が主たる作

業となる。従来の会計業務においては帳票上に

記載されている⾦額を扱ってきたが，GHG 算

定作業では，帳票上の原単位，特に『物質量，

エネルギー量』を活⽤する。従って，従来の会

計業務とは分析対象が異なるが，『帳票』という

共通のデータソースを扱うため，プラクティカ

ルに考えて，GHG 算定に関わる研究は経営学

の範疇に含めることが妥当である。現実にも，

これまで企業の環境報告書作成等に関わってき

た団体の多くは，中央⻘⼭，トーマツ等の監査

法⼈である。

⽬的

京都議定書発効（2004 年２⽉ 16 ⽇）以来，国

内法が急ピッチに整備され，排出権取引に関す

るインフラも出来つつある。このインフラは，

国際基準である GHG Protocol に則ったもので

あるが，⽇本版 GHG Protocol である環境省ガ

イドラインに則って算出すると，所有権の不明

確な排出権が発⽣してしまうことがある。ま

た，事例の省エネ商品（リターナブル商品）を

選択すると，選択者の排出する温室効果ガスが

むしろ増加してしまうケースが考えられる。

こうした問題は，ガイドライン中にも『今後

の課題』として記されており，早急なる解決が

必要であることは⾔を待たない。元々温室効果

ガスの排出削減を⽬的として考え出された排出

権市場だが，それがマイナスに働くとしたら，

枠組み⾃体に不備があると⾔わざるを得ず，具

体的事例に基づき，解決策を提案することは

CO2 排出削減という社会的使命の促進にとっ

て意義深いものと考えられる。

本論⽂は，㈱アパックス社製のリターナブル

なプラスティックダンボール箱（商品名『アパ

コン』）を事例として，LCA分析の⼿法を⽤い，

実際の排出削減量の算定と，削減に伴って発⽣

する排出権のゆくえの不明確さ，更にはエンド

ユーザーの１つである N ㈱の排出量変化（実

は増加してしまう！）を，環境省ガイドライン

（『事業者からの温室効果ガス排出量算定⽅法

ガイドライン』（試案 ver1.6）平成 15 年７⽉環

境省地球環境局)
(1)

に従って算定し，これらの

枠組みの不備を指摘するとともに，新たなる枠

組みを提案し，より公正で効果的な温室効果ガ

ス削減の枠組みを模索することを⽬的とする。

●環境省ガイドラインの概略

以下，環境省ガイドラインの概略を記す（ガ

イドライン第１部排出量算定の枠組み）。

１．原則：妥当性，完全性，⼀貫性，透明性，

正確性の解説（いわゆる企業の会計原則と

ほぼ同様の内容）

２．算定対象ガス：CO2，CH4，N2O，代替フロ

ン３種の合計６種のガス

３．組織境界（連結決算の範囲とほぼ同等）

４．活動境界（直接，間接排出による分類）

①直接排出（主に燃料として）
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（**） GHG Protocol の沿⾰

GHG Protocol は，1998 年，持続可能な発展のための世界経済⼈会議（WBCSD）と，世界資源研究所（WRI）

によって召集された複数の利害関係者によって作成され，現在世界各国の排出権に関わる法律の基礎となってい

る。



②間接排出（電気等，エネルギー事業者から

供給されたもの）

③その他の間接排出

１）需要発⽣による間接排出

２）製品等の供給による間接排出

５．算定⽅法（詳細は，ガイドライン第２部排

出量算定⽅法に記載されている，様々なデ

フォルト値とともに，次の２つのカテゴ

リーに分けて算定）

①共通項⽬（主としてCO2 排出量の算定）

②選択活動（主として，CO2 以外の GHG 算

定）

①，②の区分は，第２部排出量算定⽅法の記

述

６．公表（以下の項⽬を公表）

①算定対象となる組織，期間，活動の範囲等

②排出量

③関連する経営指標

④⽐率指標（原単位）

⑤その他参考になる事項

７．検証（基本的な検証⼿続きが⺬されている）

①検証⽬的の設定

②検証⼈の選定（内部検証及び外部検証）

③検証範囲の設定

④机上レビュー

⑤リスク分析

⑥算定プロセスの検証

⑦検証報告書の作成

８．今後の課題

⽅法

㈱アパックス（岐⾩県恵那市）社製の，リター

ナブルな PP 製ダンボール箱（商品名『アパコ

ン』
(*)），従来の紙ダンボール箱の LCA 分析を

⾏う。その後，アパコンの⼤⼿ユーザーの１つ

である⽇本通運㈱が推進する『えころじこんぽ』

（リターナブル資材を使った引越し業務）での

GHG算定を環境省ガイドラインに則って⾏う。

LCA 分析に当たって収集したデータは以下

のとおりである。 （表１参照）

① ㈱アパックスの１年間（2005 年１⽉∼

12 ⽉）のエネルギーデータ

・使⽤電⼒量（⽉毎，本社，⼀の沢⼯場，

帳簿より）

・使⽤熱量（毎⽉，本社，⼀の沢⼯場，帳

簿より）

・製造機械ごとの消費電⼒，使⽤頻度デー

タ（本社，⼀の沢⼯場，現場調査）

・⺠⽣⽤機器ごとの消費電⼒，使⽤頻度

データ（本社，⼀の沢⼯場，現場調査）

・社⽤⾞（営業，輸送）の使⽤燃料データ

（毎⽉，帳簿より）

・運送委託データ（２社，毎⽉，帳簿より）

② ㈱アパックスの１年間（2005 年１⽉∼

12 ⽉）のマテリアルデータ

・PP ダンボール⼊荷量（帳簿より）

・その他 PP 製部品（コーナー，トップ）⼊

荷量（帳簿より）

・接着剤使⽤量（アパコン⽤，帳簿より）

・紙ダンボール資材⼊荷量（帳簿より）

・接着剤使⽤量（アパコン⽤，帳簿より）
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（*） アパコン

PP（ポリプロピレン）製ダンボールを素材とした，折りたたみ式のケース。耐久性に優れ，500 回以上の使⽤に

耐えるため，紙ダンボール箱の代替品として，ここ数年販売が急増している。⼯場内の通い箱，B to B の部品運

搬，引越梱包財等，幅広い⽤途がある。
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表１ 収集データ⼀覧

収集データ データソース ⽬的

紙ダンLCA（⾼崎経済⼤学） インターネット 紙ダンLCA

紙ダンLCA（東京⼤学） インターネット 紙ダンLCA

紙ダンLCA（北陸電⼒） インターネット 紙ダンLCA

プラダンLCA（化学経済研究所） インターネット プラダンLCA

プラダンLCA（⼭梨⼤学） インターネット プラダンLCA

プラダンLCA（住友化学） インターネット プラダンLCA

環境省ガイドライン 環境省 GHG算定

輸送でのエネルギー算定⽅法⼀覧 経済産業省審議会 GHG算定

改正省エネ法 経済産業省 GHG算定

GHG Protocol 環境省 GHG算定

排出権取引 名古屋環境取引所 GHG算定

電⼒デフォルト値 三菱総研GHG算定マニュアル GHG算定

GHG簡易算定ツール NPO法⼈地球の未来 GHG算定

ストップザ温暖化 環境省 GHG算定

アパックス電⼒消費（本社） アパックス 紙・プラLCA，GHG

アパックス電⼒消費（⼀の沢） アパックス 紙・プラLCA，GHG

アパックス⼈員配置 アパックス 紙・プラLCA，GHG

アパックス電気使⽤量 アパックス帳簿 紙・プラLCA，GHG

アパックス軽油使⽤量 アパックス帳簿 紙・プラLCA，GHG

アパックスガソリン使⽤量 アパックス帳簿 紙・プラLCA，GHG

アパックス輸送外注データ（恵那実業） アパックス帳簿 紙・プラLCA，GHG

アパックス輸送外注データ（佐川） アパックス帳簿 紙・プラLCA，GHG

pp→プラダンLCA 住友化学 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（住友化学） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（宝化成） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（井上ダンボール） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（マツモトプラ） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（東海産業） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（国盛化学） アパックス帳簿 プラダンLCA

アパックス仕⼊れ（安⽥薬品） アパックス帳簿 プラダンLCA

紙ダン端材処理 アパックス帳簿 紙ダンLCA

アパックス仕⼊れ（協和ダンボール） アパックス帳簿 紙ダンLCA

アパックス仕⼊れ（井上ダンボール） アパックス帳簿 紙ダンLCA

アパックス仕⼊れ（⽇栄⼯業） アパックス帳簿 紙ダンLCA

グリーン物流PSモデル事業申請書 N㈱，アパックス GHG算定



・PP 資材端材量（設計データより推計）

・紙ダンボール資材端材量（帳簿より）

③ LCA データ

・⽯油採掘から PP チップまでの LCA（化

学経済研究所データ
(8)
）

・伐⽊から紙ダンボールまでの LCA（東⼤

安井研
(9)
，⾼崎経済⼤データ

(10)
）

④ 公的資料中の基礎数値

・『環境省ガイドライン』中の種々のデフォ

ルト値
(1)

・『エネルギー消費量算定⽅法について』（経

済産業省審議会，輸送でのエネルギー算

定⽅法⼀覧
(11)
）中の様々なデフォルト値

⑤ グリーン物流パートナーシップモデル事

業申請書
(12)

これらのデータを⽤い，以下の⽅法で，紙ダ

ンボール箱，アパコン（プラスティックダンボー

ル箱）の LCA分析を⾏った。

（データ収集の⽅法に関しては，資料２参照）

１．紙ダンボール箱の LCA

紙ダンボール箱 LCAの『最上流』は，森林の

伐⽊である。森林での伐⽊から紙ダンボール製

造までのデータは，東⼤⼯学部安井研究室，⾼

崎経済⼤学等のデータを⽤いた。紙ダンボール

素材を使ったダンボール箱の製造に関わる

LCA（単位重量当たりの CO2 排出量）は，ア

パックスで収集した種々のデータを⽤いて⾏っ

た。 （図１参照）

２．アパコンの LCA

アパコン LCA の最上流は，⽯油の採掘であ

る。⽯油の採掘から PP（ポリプロピレン）素

材までの LCA（単位重量当たりのCO2 排出量）

は，化学経済研究所のデータを⽤いた。次の段

階，即ち，PP 素材から PP ダンボール製造に関

わる LCA（単位重量当たりのCO2 排出量）は，

メーカーである住友化学よりデータを頂いた。

PP ダンボールからアパコン製造，クライアン

トまでのアパコン輸送等の LCA（単位重量当

たりのCO2 排出量）は，アパックスで収集した

種々のデータを⽤いて⾏った。 （図２参照）

以下，アパックスに関わる LCA（単位重量当

たりのCO2 排出量）算出の⼿法を記す。

１．エネルギーフロー計算（GHG 算定におけ

る『共通活動』部分） （資料３参照）

２．マテリアルフロー計算（GHG 算定におけ

る『選択活動』部分） （資料４参照）

３．GHG算定（GHG算定における『選択活動』

の不⾜部分を含めたCO2総排出量算定）
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図２ プラスティックダンボール箱の LCA

図１ 紙ダンボール箱の LCA



（資料５参照）

４．アパックスでの紙ダンボール⽣産に関わる

CO2 排出量算出（1t 当たり）

アパックスでのアパコン⽣産に関わる

CO2 排出量算出（1t 当たり）

続いて上流部も含めた LCA（1t 当たりの総

CO2 排出量）の算出を⾏った後，紙ダンボール

箱，アパコンの LCA ⽐較を⾏った。尚，LCA

⽐較の条件として，同容量のそれぞれの箱の重

量⽐を，以下のように仮定した。重量費の仮定

は，様々あるアパコンラインナップの平均的数

値を採⽤したものである。

同容量の紙ダンボール箱とアパコンの重

量費＝ 1：1.6

また，LCA ⽐較の第２の条件は，アパコン使

⽤回数である。今回の分析では，アパコンの使

⽤回数 400 回とした。実際の使⽤回数はクライ

アントによって異なるが，500 回以上使⽤して

いるクライアントが多く，最低ラインとしての

400 回という数字は妥当であると考えられる

（1995 年より製造，販売を開始したが，リピー

トが開始されるのは 5∼ 7 年後である）。

このような⼿法で為された LCA ⽐較分析に

よって，初めて紙ダンボールからアパコンに替

えた際に⽣じる CO2 排出量削減量が計算可能

となる。

尚，収集したデータは膨⼤であり，更に複雑

多岐にわたっていた。こうしたデータは，その

まま使えるものもあったが，幾つかの計算過程

で，条件設定が必要になった。⽣データに仮定

を加えた場合は，その都度，どのような仮定に

基づいた計算か記述した。

結果

① ㈱アパックス（岐⾩県恵那市）社製の，

リターナブルな PP 製ダンボール箱（商

品名『アパコン』），従来の紙ダンボール

箱の LCA分析

表２，３が⺬すように，紙ダンボール箱とア

パコンの LCA は，明らかに紙ダンボール箱が
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表２ 紙ダンボール箱のLCA

インベントリ データ

⒜伐⽊過程

⒝パルプ⽣産過程

⒞紙ダン製造過程 � 471.0 gCO2/Kg ※⾼崎経済⼤経済学部林ゼミ）

⒟紙ダン加⼯過程 170.5 gCO2/Kg ※アパックスデータ（*）

⒠紙ダン使⽤過程

⒡紙ダン廃棄過程

⒢リサイクル過程

⒣再⽣過程

⒤各過程間の輸送等 ＊アパックス∼クライアント輸送は（*）に含む

⒳焼却過程 2.1 gCO2/Kg 0.01gN2O/Kg

合計 643.6 gCO2/Kg

＊リサイクル過程は考慮していない。



勝っている。しかしながら，紙ダンボール箱は

多くの場合１回きりの使⽤であるのに⽐べ，ア

パコンは最低 400 回の使⽤に耐え得る。従っ

て，使⽤回数を考慮した場合，アパコンが如何

に環境適合商品であるかが判明する。②では，

実際どの程度 CO2 排出削減が可能であるかを

計算することとする。

② 従来の資材（紙ダンボール）からリター

ナブル資材（アパコン）に替えた場合の

LCAによる GHG排出削減量算定

表４が⺬す通り，アパコン（表中プラダン）

の使⽤回数が 50 回から，CO2 排出削減量はプ

ラスに転じる（計算上は，12.69 回以上で OK）。

これまでのクライアント実績（最低 400 回使⽤）

を考えると，アパコンが充分な環境適合商品で

あることがこれによって証明された。

③ N ㈱の『Eこんぽ』運⽤による GHG 排

出量変化の算定

LCAによる GHG排出量変化は，今後の流通

業界に⼤きなインパクトを与える数値と⾔えよ

う。グリーン物流パートナーシップモデル事業

申請書（資料６）に記載されているように，15

万件の引越しで 10,914t の CO2 排出削減が可

能となる。更に，引越しの際に不要物として処

理コストがかかった使⽤済みダンボール箱

10,622t が０となることも極めて重要である。

GHG Protocol によれば，紙は焼却しても CO2

排出量は『０』（カーボンニュートラルという考

え⽅）だが，引越し現場で多量に出る使⽤済み
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表３ アパコンのLCA

インベントリ データ

⒜原油採掘過程
⒝ナフサ⽣産過程
⒞PP製造過程 � 1,379.0 gCO2/Kg ※化学経済研究所データ

⒟プラダン製造過程 554.0 gCO2/Kg ※住友化学データ

⒠プラダン加⼯過程 536.0 gCO2/Kg ※アパックスデータ（**）

⒡プラダン使⽤過程 gCO2/Kg

⒢プラダン廃棄過程 gCO2/Kg

⒣リサイクル過程 gCO2/Kg

⒤粉砕過程 gCO2/Kg

⒥再⽣過程 gCO2/Kg

⒦PP再⽣過程（チップから製品
へ）

gCO2/Kg

⒧PP再⽣過程（油化油からPPへ） gCO2/Kg

⒨燃料化過程 gCO2/Kg

⒩各過程間の輸送等 gCO2/Kg ＊アパックス∼クライアント輸送は（**）に含む

⒳焼却過程 2,600.0 gCO2/Kg

35.7 gCO2/Kg 0.17gN2O/Kg

合計 5,104.7 gCO2/Kg

＊リサイクル過程は考慮していない。

＊合計の数値は，紙，PPの場合それぞれ，製品1Kgあたりに要する全エネルギーをCO2換算したものである。



ダンボール箱の処理に関わるサービスコストは

多⼤なものであったと予想される。

尚，グリーン物流パートナーシップモデル事

業では，第１フェーズに引越し 15 万件，第２

フェーズには引越し 30 万件の『Eこんぽ』運⽤

を計画している。また，アパコン（N ㈱の商品

名は『Eこんぽ』）使⽤による N ㈱サイドの経

費削減は，年間数 10億円と予想される。

このように，いい事ずくめの『Eこんぽ』運

⽤ではあるが，環境省ガイドラインによる

GHG 算定データを以下に記し，本論の主題で

ある問題提起をしたいと思う。

表５が⺬すように，アパコンを導⼊した際ク

ライアントサイドで算定可能な CO2 排出量は

廃棄過程のみであるため CO2 排出量は増加し

てしまう。しかもこの数値は，紙ダンボール箱，

アパコンとも 1Kg当たりのものであり，同容

積重量⽐率である 1.6倍を掛ければ，1,300 回

ではなく，2,000 回以上の使⽤で，初めて排出

削減になることとなる。

更に，N ㈱の引越し業務の場合，紙よりもア

パコンが同容量では重く（約 1.6倍），しかも，

『Eこんぽ』は往復輸送するため，その分輸送

コストが増加する。この増加分は，環境省ガイ

ドライン上では『共通活動・直接排出』分にあ

たり，算定せざるを得ない。

④ ㈱アパックスのGHG排出量算定

今回，㈱アパックスにおける紙ダンボール箱，

プラスティックダンボール箱の LCA 分析を

⾏ったが，こうしたデータはそのまま㈱アパッ

クスの GHG 算定データとして⽤いることが出

来る。㈱アパックスはエネルギー管理指定⼯場

ではなく，GHG算定・提出の義務はない。しか

しながら，環境先進企業として，持続可能な企

業経営を⽬指すためには GHG 算定は今後重要

な意味を持つ。環境省の『環境報告書作成ガイ

ドライン』によれば，⼤企業においては SCM

（Supply ChainManagement）が要求されてい

る。この SCMとは，⼤企業は使⽤する全ての

サプライに関して⾃社と同等の環境対策を求め

るものである。今や，⾃社内だけを環境上『ク
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表４ アパコンの重量，使⽤回数別，CO2削減量（KgCO2/Kg）

プラダン

重量（kg）

プラダン

使⽤回数

0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

1 −3,762.0 −5,642.9 −7,523.9 −11,285.9 −15,047.8 −22,571.7 −30,095.6 −37,619.5

5 −2,474.8 −3,712.2 −4,949.6 −7,424.4 −9,899.3 −14,848.9 −19,798.5 −24,748.1

12 −222.3 −333.5 −444.6 −667.0 −889.3 −1,333.9 −1,778.6 −2,223.2

13 99.5 149.2 198.9 298.4 397.9 596.8 795.7 994.6

50 12,005.5 18,008.2 24,011.0 36,016.5 48,022.0 72,032.9 96,043.9 120,054.9

100 28,094.7 42,142.1 56,189.4 84,284.1 112,378.8 168,568.3 224,757.7 280,947.1

200 60,273.2 90,409.7 120,546.3 180,819.5 241,092.6 361,639.0 482,185.3 602,731.6

300 92,451.6 138,677.4 184,903.2 277,354.8 369,806.4 554,709.6 739,612.9 924,516.1

400 124,630.1 186,945.1 249,260.1 373,890.2 498,520.2 747,780.3 997,040.4 1,246,300.5

500 156,808.5 235,212.8 313,617.0 470,425.5 627,234.0 940,851.0 1,254,468.0 1,568,085.0

1,000 317,700.7 476,551.1 635,401.5 953,102.2 1,270,803.0 1,906,204.4 2,541,605.9 3,177,007.4



リーン』にすることでは済まされない。関係す

る全てのつながりを『クリーン』にすることが

求められているのである。

こうした新たな経営環境に対処するために

は，特に⼤企業をクライアントとして持つ中⼩

企業にとって，GHG 算定は不可⽋となる可能

性が⾼い。

尚，表６が⺬すように，輸送，営業で排出さ

れるCO2 が⾮常に⼤きいことが分かる。また，

実際の製造に関わる CO2 排出は，社内の⺠⽣

⽤エネルギーコストより少ないことも分かる。

（資料５参照）

考察

結果③が⺬す通り，リターナブル資材を使っ

た N ㈱の GHG 排出量は増加してしまう。これ

は，GHGプロトコル，あるいは環境省ガイドラ

イン中のいわゆるバウンダリー規定（活動境界

に関する規定（⑴，⑶）により，『３．その他の

間接排出 ①需要発⽣による間接排出』の選択

活動項⽬にある，『産業廃棄物の焼却』以外に資

材の変更に関する算定項⽬がないためであ

る
(*)。結果③の数値が⺬す通り，紙ダンボール

箱とプラスティックダンボール箱の算定値は

1：2,000程となる。400 回使⽤を前提としても，
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表５ クライアントサイドのGHG算定

クライアント： 組織，活動境界の設定により，基本的には廃棄しか範囲に含めない

具体的には，

①紙ダン使⽤時のCO2 排出量

CO2＝０

CH4＝０

N2O＝ 0.01KgN2O/t

Total＝ 2.1KgCO2/t：K

②プラダン使⽤時のCO2 排出量

CO2＝ 2,600KgCO2/t

CH4＝０

N2O＝ 0.17KgN2O/t

Total＝ 2,635KgCO2/t：P

P/K≒ 1,300

従って，プラダンを 1,300 回以上使⽤しないと廃出削減にならない！！

（当然，排出権は発⽣しない！！）

表６ アパックスのGHG算定結果

アパックスGHG算定

（T/年）

項⽬ GHG算定

製造エネルギー 34.618

共通活動 ⺠⽣⽤エネルギー 47.188

輸送エネルギー 58.186

営業⾞エネルギー 49.561

端材処理 40.990

選択活動 事務⼀般ゴミ処理 0.682

屎尿処理 0.808

合計 232.032

注）地球温暖化係数

CO2：１

CH4：31

N2O：210

代替フロン３種

：140 ∼ 23,900



排出量は 1：5 となり，減少することはない。

2,000 回以上使⽤すると，初めて排出量は減少

する計算となる。

結果②が⺬す通り，LCAによる⽐較では，明

らかにプラスティックダンボール箱が勝ってい

るにもかかわらず，GHGプロトコル中の『活動

境界』という規定に阻まれ，N ㈱としての排出

量削減とはならないのである。更に，紙ダン

ボールと⽐べてプラスティックダンボール箱

は，同容量⽐較で 1.6倍の重量があるため，わ

ずかではあるが，運送コストが増し，GHG算定

値は更に増加してしまう。

この事例が⺬すように，使い捨て天然資材を

⽯油系リターナブル資材に変更した場合，こう

した現象が起こる可能性がある。N ㈱の『Eこ

んぽ』の場合，当然，莫⼤な経費節減につなが

るという経営的インセンティブがあるため紙ダ

ンボール箱からプラスティックダンボール箱へ

の資材変更は可能だった。しかし，⼤きな経費

節減が困難な事例も当然考えられよう。

さらに，改正温対法の普及の先にあると⾔わ

れる“Cap and Trade”（各業界に排出削減⽬標

の設定を⾏い，未達の場合は排出権購⼊を義務

付けるシステム）が開始されると，せっかく，

実質的には排出削減が達成されているにもかか

わらず，排出権を購⼊せざるを得なくなる可能

性もある。これは，どう考えても理不尽と⾔え

よう。

LCA 分析で⺬された実際の排出削減量は，

可能性としては㈱アパックスに帰属する。これ

は環境省ガイドラインに従えば，『３．その他

の間接排出 ②製品等の供給による間接排出』

にあたるが，「現時点では算定対象としては標

準化しない」とされている（尚，「⾃主的な温室

効果ガスの削減を推進すると⾔う観点からは，

算定対象として評価対象に含めることが望まし

い。」とされている。）

このように，N ㈱サイドでは排出量は増加

し，アパックスサイドでは排出量は減少できる

可能性を持つ。もし両社とも活動境界内に⼊れ

なければ，排出削減に伴う排出権は中に浮いて

しまうが，もし両社とも活動境界内に⼊れれば，

N ㈱サイドでは排出量は増加し，アパックスサ

イドでは排出量は減少する。勿論，N ㈱サイド

では活動範囲外，アパックスは活動範囲内とす

ることは可能である。

尚，客観性，正確性確保の基本的⽅法は，会

計帳票を基礎データとすることである。GHG

算定における殆ど全ての基データは会計帳票で

ある。例えば電⼒使⽤量を算定する場合，中部

電⼒の毎⽉の帳票に記載されている電⼒使⽤量

が基データとなる。通常の会計業務では毎⽉の

電⼒使⽤料⾦のみを帳簿記載するが，料⾦と共

に電⼒使⽤量を記載すれば会計処理と共に

GHG 算定が可能となる。さらに，従来の勘定

項⽬『光熱⽔道費』を分割し，ガス等も使⽤ガ

ス量を記載，さらに『仕⼊れ』も分割し，仕⼊

れ量（重量 Kg），原料区分（プラスティック，

⾦属，天然材料等の区分）を記載する必要が⽣

じる。しかし，こうした処理を⼀般会計処理と
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『３．その他の間接排出』における算定 / ⾮算定 アパックス N ㈱

『①需要発⽣による間接排出』にて算定 ―― 排出量増加

『①需要発⽣による間接排出』にて⾮算定 ―― 排出量若⼲増加（*）

『②製品等の供給による間接排出』にて算定 排出量削減 ――

『②製品等の供給による間接排出』にて⾮算定 排出量不変 ――

（*）紙ダン，アパコン重量⽐が１：1.6であるため，輸送コストが若⼲増加する。



同時に⾏えば，企業負担は軽減できる。

これら会計帳票を基データとした GHG 算定

は，いわゆる第三者検証の必須条件であり，優

れた省エネ技術・商品（GHG排出量削減技術・

商品）を保有し，排出権市場に参⼊しようとし

ている企業にとっては重要な要件となる。

また，アパコンの場合，クライアントが『３．

その他の間接排出 ①需要発⽣による間接排

出』において算出した場合の排出増加により⽣

じる負の排出権を，メーカーである㈱アパック

スが負うシステムが考えられる。この場合，排

出権取引を可能とする前提として，例えば既に

運⽤が開始されている名古屋環境取引所等に⼝

座を開設する必要がある。既に EUでは国内排

出権市場がオープンしているが，我が国では法

が未整備のため遅れ気味である。⼀般に国内取

引を可能にするには国内法により排出権を定義

する必要がある。現在我が国にはそのような法

は存在せず，国内で⽣じた排出権を海外排出権

市場とリンクさせる仕組みが必要となる。こう

したニーズに答えるべく考案されたのが名古屋

環境取引所の『VEC』である。2006 年秋より

VEC と CER（国際排出権市場における基軸通

貨のようなもの）の兌換性が⽣まれる市場シス

テムが開始される予定で，国内における排出権

取引がようやく始まろうとしている。

⼝座開設の要件として，GHG Protocol に従っ

た GHG 算定が必要となるが，改正温対法，改

正省エネ法への対処を含めた企業の環境対策活

動の中で，最⼩限度のコストで⾏うことが重要

である。

改正温対法への対処は，そのまま改正省エネ

法への対処となり，外部検証を経ることにより，

排出権取引のプラットフォームに乗ることが可

能となる。これらの法と取引システムを図式化

すると以下のようになる。

何れにせよ，LCA 分析によって温室効果ガ

ス排出削減が明らかな商品の普及が促進される

公正な仕組みが早急に必要となろう
(*)。

参考⽂献

⑴ 『事業者からの温室効果ガス排出量算定⽅法ガイ

ドライン（試案 ver1.6）平成 15 年７⽉環境省地球

環境局』（環境省HP に pdf有り）

⑵ 温暖化対策推進法（環境省HP 等）

⑶ 省エネ法（正式名称：エネルギーの使⽤の合理化

に関する法律，経済産業省 HP，省エネルギーセン

ターHP 等）

⑷ 省エネ法（国⼟交通省連携で運輸部⾨新設，省エ

ネルギーセンター HP 等）

⑸ 『GHG排出権取引セミナー＋特別演習 資料』（有

限責任中間法⼈名古屋環境取引所 2006 年２⽉）そ
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●GHG算定の基本的枠組み

１ 直接排出

２ 間接排出

３ その他の間接排出

①需要発⽣による間接排出

②製品等の供給による間接排出



の他

⑹ 『ぎふ地球温暖化防⽌対策指導員養成セミナー

テキスト』（特定⾮営利活動法⼈地球の未来 2005 年

11 ⽉）

⑺ 『温室効果ガス（GHG）プロトコル』（『参考資料』

環境省地球環境局訳，環境省HP に pdf有り）

⑻ （社）化学経済研究所データ（『LCAに使える原単

位』，その他，（社）プラスチック処理促進協会『⽯

油化学製品の LCI データ報告書』（1999 年７⽉）等）

⑼ 平成 14 年度リユースカップの実施利⽤に関する

検討調査報告書（中沢克仁 / 東京⼤学⽣産技術研究

所安い研究室博⼠研究員）

⑽ 企業の環境政策―LCA 分析と実績―（⾼崎経済

⼤経済学部林ゼミ ⼩沼孝央）

⑾ 輸送でのエネルギー算定⽅法⼀覧（経済産業省審

議会）

⑿ グリーン物流パートナーシップモデル事業申請書

（⽇本通運㈱，㈱アパックス 2006 年３⽉）

⒀ １．直接排出，２．間接排出，３．その他の間接

排出というカテゴリー中

〈資料〉

資料１：GHG 算定チャート（NPO 法⼈地球の未来作

成）

資料２：紙ダン，プラダン LCA 基礎データ収集⽅法

資料３：エネルギーフロー

資料４：マテリアルフロー

資料５：LCA，GHG算定

資料６：グリーン物流パートナーシップモデル事業申

請書（⼀部のみ）（N ㈱＋アパックス）

第７巻 第２号142

（*）「現時点では算定対象としては標準化しない」とされている。尚，「⾃主的な温室効果ガスの削減を推進する

と⾔う観点からは，算定対象として評価対象に含めることが望ましい。」とも記載されている。さらに，第１部第

８章今後の課題中には以下のように書かれている。「……『その他の間接排出』の算定は⾮常に重要であり，今後，

『その他の間接排出』の算定⽅法を確⽴していく必要がある。」また，GHG Protocol（環境省訳）では，以下のよ

うに書かれている。「範囲３（環境省ガイドライン中の『その他の間接排出』）は，温室効果ガスの管理に⾰新的な

機会を提供する。範囲３で報告される排出は的確なデータとともに，証拠に基づいて説明されなければならない。

……」（環境省参考資料 付録 -24）

また，以下の記述も重要である（LCAによる分析の推奨）。「……ここでは，報告する事業者の上流及び下流の活

動からその他の間接排出を特定する。……範囲３の排出を⾒ると，事業者はインベントリ境界を⾃らのバリュー

チェーンに沿って拡⼤し，全ての関連する温室効果ガスを特定することが推奨されている。……」（環境省参考資

料 付録 -36）
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（資料１）
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（資料２）
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（資料３）
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（資料３つづき）
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（資料３つづき）

（資料４）
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（資料５）
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（資料６）

■「Eこんぽ」資材で対応した場合

資材名
現状の梱包資材 新梱包資材

数量 廃棄重量 LCA 数量 廃棄重量 LCA

ダンボール 83 60.590 36.354 0

プラコン 42 83.174 748.566

シューズ BOX 3 14.865 133.785

⾷器トランク 16 80.000 720.000

その他 409 10.222 56.176 284 41.686 375.174

合 計 492 70.812 92.530 345 219.725 1977.525

○資材は熱再⽣資源へリサイクルするため１件の引越しでの

総廃棄物量は 00.000kg

○１件の引越で LCAによる総 CO2 排出量は 1,977.525kg/CO2

○年間 15 万件での総廃棄物量は ０トン

○「Eこんぽ」を 100 回使⽤する為

年間 15 万件で LCAによる総 CO2 排出量は 2,966 トン

■ CO2 排出削減効果

①平成 18 年度の期待される効果は第⼀・第⼆フェーズの実施により，

（年間 15 万件の引越を「Eこんぽ」で対応した場合）

環境負荷削減効果 廃棄物削減量：約 10,622 トン

CO2 削減量：約 10,914 トン

○第三フェーズ（年間 30 万件）を実施することにより，年間を通じて

下記の数量のCO2 の削減に繋がる。

（年間 30 万件の引越を「Eこんぽ」で対応した場合）

環境負荷削減効果 廃棄物削減量：約 21,244 トン

CO2 削減量：約 21,828 トン

※ LCA：Life Cycle Assessment（商品の「ゆりかごから墓場まで」の

エネルギーを全て計算する⼿法

・紙ダンボールの場合，森林の伐採から，焼却までに排出する全

ての温室効果ガスをCO2 で換算

・プラコンの場合，⽯油の採掘から，焼却までに排出する全ての

温室効果ガスをCO2 で換算
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